
千葉市日中 2024 年第一回役員会開催し、活動充実を決定
千葉市日中友好協会は、4月 20日（土）に千葉市中央コミュニテイセンター会議室で第 1回の役員
会を開催し、今年度の重点の活動計画を検討し、着実にみんなで推進することを決定しました。

川村会長あいさつ
千葉市には中国籍 1 万人以上、中国国籍を日本にかえた中国の方も含めれば 3 万人いらっしゃる。

せっかく日本が好きで住んでいるのに、現在 日中関係は冷めている。政治的立場は色々あると思
うが、千葉在住の中国の方々とも共に活動して盛り上げていき、さらに多くの方々に参加していた
だき、一緒に活動していければ良いと思います。今年も頑張って活動していきましょう。
千葉市日中ホームページ
布施顧問からは、ホームページの改善、充実に取り組みます。千葉市日中発行ニュースについて

は、毎月発行をしていきたい。中国人留学生学友会にも協力して頂き、学究活動や出身の中国故
郷紹介を掲載していきたいと説明がありました。

１，2024 年度イベント
1 4 月 6 日（土）花見の会(実施)
天台スポーツセンター：留学生と会員約 31 人参加。

2 7 月サマーツアー 1 泊 2 日 千葉市日中補助金予算５万+参加費
留学生希望日程：①7/6(土)7(日) ②7/29(月)30(火) ③8/3(土)4(日)から調整します。

3 11 月秋のバスツアー 1 泊 2 日 千葉市日中補助金予算５万+参加費
大学祭(11/３)(祝) 以降で留学生会と協議決定します。

4 スポーツイベント
学友会等の意向をきいて、それから次回役員会できめていく。

5 中国を知る講演会等の開催
上映会を検討する。森川理事と河野事務局長で進める。
場所は千葉市生涯学習センター地下シアターを予定。
※その後、ドキュメンタリー映画「再会 長江」(竹内亮監督・主演)を視聴したいという希望が

あり、県日中会員の臼井正一参議院議員の紹介で、千葉市中央区の「千葉劇場」で 9 月に一般上
映されることになりました。そこで県日中・千葉市日中で、一日貸し切り上映ができないかどうか
上映館と協議することになりました。
6 中国からの訪問・交流団の受け入れ
今後申し出があれば積極的に受け入れすることとします。

7 千葉市の友好都市天津市、蘇州市呉江区との交流。
「江蘇省から千葉への友好交流することに期待がある。蘇州市は金沢市と友好都市であるが、

千葉市は１００万人都市である。今後状況をみていく。
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8 中国への友好交流・観光訪問団実施を検討。
越智理事から、長沙市から帰国し同市から交流の希望があると話があり、昨年千葉市日中として

訪問の計画を進めたがコロナ等で断念した経緯から、今後長沙市の意向を再確認し、役員会で検討
することとした。

２，検討事項
(1)個人会員・法人会員の年会費について

個人会員 年会費 12,000 円（月額 1,000 円に相当）
法人会員 年会費 24,000 円（月額 2,000 円に相当）
※会費は会費額とし、期中入会の場合も全額徴収とする。月割は行わない。

(2)賛助会員について
①名称について
個人会員、法人会員と区別しにくいことから、賛助に「会員」をつけない名称とし、名
称を「サポーター」とする。
サポーターは①総会への出席と発言は出来るが議決権のないオブザーバーであること、
②イベント等のお知らせを案内するという、協力者であることからサポーターから出来
るだけ個人会員になってもらう。

②賛助金について
個人 一口 1,000 円→ 1,000 円 （現行のまま）
法人 一口 3,000 円→ 30,000 円
※法人の金額を上げることにより、法人会員の入会を促進する。

(3)本部からの機関紙購読「日本と中国」について
※現在、会員には県協会から毎月、機関紙と県発行のミニコミ誌が郵送されていて、その
費用は月額 400 円、年額 4,800 円を納入している。400 円のうち、半分は県日中の経費に
なっている。本部からの機関紙購読は任意なことから、県協会としては、県協会発行の
「ミニコミ紙」については本部機関紙とセットで配布しているので、ミニコミ紙のみを市
協会が郵送するのであれば、その費用の納入も不要とのことでした。

３，市協会の事務所について
※県協会事務所のアドレスにすることとし、規約変更を今年中に変更する。

変更後：事務所は、会長が指定する場所にする。
変更前：事務所は、会長宅とする。

【編集後記】
「千葉市日中活動ニュース」の発行は、4 月以降毎月 1 回の発行を目指しましたが、結
果としては 1 カ月遅れとなってしまい、申し訳ありませんでした。これからは、月初め
に掲載内容を企画し、時に関係者関係先の訪問インタビューを実施して、活動的ニュー
スの作成を心掛けたいと思っています。
5 月 27 日日中韓の首脳会議が韓国で開催され、29 日には岸田首相と来日した中国共

産党の劉建超外交部長と会談する等、政府レベルの日中の対話拡大に期待したい。


